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予 算 額
14,415 （拡充）

6,269

区では、ユニバーサルデザインの理念のもと、誰もが豊かに暮らせるまちを目指し、都市空間や

その生活環境づくりに取り組んでいます。ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりをこれまで

以上に推進するため、（仮称）ユニバーサルデザインまちづくり条例の制定を進めます。

（仮称）ユニバーサルデザインまちづくり条例の制定について

平成26年度からユニバーサルデザインガイドブックをシリーズ化

平成23年3月にユニバーサルデザインまちづくりガイドラインを策定

（仮称）ユニバーサルデザインまちづくり条例の制定

ユニバーサルデザインに配慮したまちづくり

届け出制度について

事前協議制度について

（仮称）ユニバーサルデザインまちづくり審議会について

ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの推進に関して、区への提

言・助言、及び区が諮問する機関を設置します。

〇区や専門家と事業者が建物の計画段階から協議を行います。

〇特に利用者が多くなる、床面積の大きな建物を対象とします。

〇各主体の役割、及び各主体の連携、意識の醸成・強化などについて定めます。
〇対象とする都市施設（建物、道路、公園等）について定めます。

〇区民などが参加するワークショップでの検討を経て、ユニバーサルデザインガイドブックを

シリーズ化（8種類）しています。

〇イベントへの出展など、ガイドラインやガイドブックを活用した普及・啓発を実施していま

す。

平成31年度は、パブリック・コメント制度により広く区民・事業者等から意見を伺いなが

ら条例案を作成するとともに、わかりやすいリーフレットを作成し、イベント等、様々な機会

を捉えて配布するなど普及・啓発を実施していきます。

※2020年第１回定例会に議案を上程予定

新宿のまちが、区に暮らし、訪れる、さまざまな人々にとって、より自由

で快適に、安心して、楽しく、そしてわかりやすく活動できるようになるこ

とを目指しガイドラインを策定しました。
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※大きくて
わかりやすい
ピクトグラム

〇都市施設の設置者が区に計画内容

を着工前に届け出をします。

〇都市施設のうち、不特定の人が利
用する都市施設を対象とします。

（仮称）ユニバーサルデザインまちづくり条例の内容

＜これまでの取組み＞
※操作しやすい
大きなボタンや点字
安心できる階数の表示

＜３１年度の取組み＞

工事 完成

＜一般的な流れ＞

※ユニバー
サルデザイ
ンに配慮し
た建物

届け出計画 （設計）

写真：イメージ

計画段階からの事前協議の実施

★建物ごとの用途や利用者、
規模などの状況に応じた
アドバイスを行います。

区で活動する区民や事業者、行政の各主体が協力・連携し、ユニバーサルデザ

インに配慮したまちづくりを推進し、誰もが移動しやすく、利用しやすく、わか

りやすい質の高い都市空間を創出していきます。

目的


